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法令の名称・関連条項

想定される代替案

（遵守費用）

（行政費用）

（その他の社会的費用）

プロ投資家が、投資運用先として新たな収益機会を得ることが可能となる
とともに、プロ投資家間の競争促進による我が国の金融イノベーションの
促進が期待される。

（本案と同様）

規制の便益

一般投資家が、法定開示を免除されたプロ向け市場の上場有価証券等を取
り扱うことが可能となる。

（本案と同様）

法定開示を免除されたプロ向け市場の上場有価証券等がプロ投資家以外に
も転売される可能性があり、情報収集能力・分析能力が十分に備わってい
ない一般投資家の保護が損なわれるおそれがある。

代替案の場合

プロ投資家のみを相手方とする有価証券の取得勧誘・売付け勧誘等に係る
有価証券の発行者や、プロ向け市場の上場有価証券の発行者において、法
定開示書類を作成・提出する費用に代えて、金融商品取引所の定める様
式・基準等に従った情報の提供又は公表を行う費用が発生する。

プロ向け市場において提供又は公表される情報の虚偽等に係る調査等の費
用が発生する。

特になし。

便益の要素

規制の事前評価書（要旨）

規制の費用

規制の目的、内容及び必要性等

評価実施時期

政策の名称

代替案の場合

金融商品取引法第2条、第4条、第23条の13、第27条の31～第27条の35、第33条、第40条の4、第40条の5、第60条の
6、第66条の14の2、第67条、第67条の12、第85条、第87条の2、第117条の2、第166条、第172条の9～第172条の11、
第197条、第197条の2、第200条、投資信託及び投資法人に関する法律　第2条、第13条

費用の要素

備考

レビューを行う時期又は条件

有識者の見解その他関連事項

政策評価の結果
（費用と便益の関係の分析等）

【内容】
現在、一般投資家が直接参加する市場においては、法定の情報開示等による厳格な投資者保護の枠組みが設けられている。
今回、金融商品取引法等を改正し、市場参加者をプロ（特定投資家等）に限定した自由度の高い取引の場を設け、このような取引の場のみに上場され
る「特定投資家向け有価証券」等について、特定投資家等以外の者への転売制限等を要件とした法定開示規制の免除等の制度整備を行う。

【目的及び必要性】
海外企業や国内の新興企業等の我が国における資金調達の機会を拡大し、プロ投資者に、投資運用先として新たな収益機会を与えることによって、我
が国金融・資本市場の魅力を高めるとともに、プロ投資者間の競争を通じた金融イノベーションの促進を図る等の観点から、市場参加者をプロに限定
した自由度の高い取引の場を設けるための制度整備が必要である。

市場参加者を主としてプロ（特定投資家等）を対象とした自由度の高い取引の場を設け、このような取引の場のみに上場される「特定投資家向け有価
証券」等について、法定開示規制の免除等の制度整備を行う。その際、一般投資家にも転売が可能となる制度とする。

海外企業や国内新興企業等が、より円滑に長期資金の調達を行うことが可
能となる。

一般投資家が、プロ投資家の専門的な資産運用の利益を享受することが可
能となる。

（本案と同様）

金融審議会金融分科会第一部会報告「我が国金融・資本市場の競争力強化に向けて」（19年12月18日公表）では、以下のとおり提言頂いた。
「金融・資本市場においては、投資者保護の観点から、今後とも情報開示等の重要性はより一層高まっていくものと考えられるが、情報収集能力・分
析能力が十分に備わっているプロの投資家については、自己責任を基本とすることが可能であり、一般の投資家とプロの投資家を区別した上で、プロ
に限定した自由度の高い効率的な取引の場を早急に整備すべきである。」

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要
な措置を講ずるものとする。平成25年度に事後検証を実施。

上記のように、本案と代替案とで便益はほぼ同一と予測される一方、代替案の社会的費用は本案を上回ると考えられることから、本案による改正が適
当である。

（本案と同様）


